
 
 

平成 29 年５月 15 日 

各    位 

会 社 名 株式会社電業社機械製作所 

 代表者名 代表取締役社長 土屋忠博 

（コード番号 6365 東証第２部） 

問合せ先 取締役  浅見幸男      

（ＴＥＬ 055-975-8221） 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 当社は、平成 29 年５月 15 日開催の取締役会において、平成 29 年６月 29 日開催予定の第 82 回定時株主  
総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
１．変更の理由 

（１）今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に事業項目を追加するものです。 

（２）その他、一部表現の変更を行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

変更の内容は次のとおりです。 

（下線は変更部分を示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 

  

第１章 総則 第１章 総則 
 
（目的） 

 
（目的） 

第２条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 第２条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
   １．風水力機械の製造、販売 １．風水力機械の製造、販売 
   ２．廃水処理装置および廃棄物処理装置の  

製造、販売 
２．廃水処理装置および廃棄物処理装置の  

製造、販売 
   ３．配電盤･電気計装制御装置および電気通信

制御装置の製造、販売 
３．配電盤･電気計装制御装置および電気通信

制御装置の製造、販売 

（新  設） 
４．海水淡水化用エネルギー回収装置の製造、

販売 
   ４． 前各号に関連する各設備の計画、設計、

監理ならびに据付工事 
５．前各号に関連する各設備の計画、設計、

監理ならびに据付工事 
   ５． しゅんせつ工事に関連する機器の製造、

販売ならびにしゅんせつ工事 
６．しゅんせつ工事に関連する機器の製造、

販売ならびにしゅんせつ工事 
   ６．不動産の賃貸、管理 ７．不動産の賃貸、管理 
   ７． 必要に応じ当会社が助成する他の事業に

投資または融資 
８．必要に応じ当会社が助成する他の事業に

対する投資または融資 
   ８．前各号に関連する事業 ９．前各号に関連する事業 
  

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日  平成 29 年６月 29 日（木曜日） 

   定款変更の効力発生日   平成 29 年６月 29 日（木曜日） 

以上 


